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事件等発生時における被害者等の支援に関する一般社団法人日本ＤＭＯＲＴ（ディ

モート）との協定の締結について 

 

 この度、県警察と一般社団法人日本ＤＭＯＲＴが、事件等発生時における被害者等の支

援に関する連携協定を締結したところであり、その連携要領等については下記のとおりで

あるので、運用上誤りのないようにされたい。 

記 

１ 協定の概要 

  県内で死傷者多数の事件若しくは事故又は災害（以下「事件等」という。）が発生し

た場合において、県警察が一般社団法人日本ＤＭＯＲＴ（災害死亡者家族支援チーム。

以下「ＤＭＯＲＴ」という。）と連携して、被害者又は被災者及びその家族又は遺族（以

下「被害者等」という。）の心情に配意したきめ細やかな支援を行うことにより、被害

者等の精神的被害の軽減につなげることを目的とし、令和２年２月２８日に協定を締結

した。 

２ 対象事案 

  この協定における対象事案は、死者及び行方不明者がおおむね５人以上又は死傷者が

おおむね１０人以上の事件等、その他事案の内容、被害者等の状態、社会的反響等を勘

案し、ＤＭＯＲＴによる支援が必要であると本部長が認めるものとする。 

３ 対応要領 

(1) 支援要請要領 

  ア 事件等が発生した場合におけるＤＭＯＲＴに対する支援の要請は、事件等主管課

と協議の上、本部の警務課長が行うものとする。 

  イ 支援要請の方法 

    ＤＭＯＲＴに対する支援の要請は、原則として一般社団法人日本ＤＭＯＲＴ会員

の派遣依頼書（別記様式）により行う。ただし、これにより難い場合は、電話、電

子メールその他の方法により行い、事後速やかに書面を交付するものとする。 

 (2) ＤＭＯＲＴ会員の円滑な受入れ 

本部の警務課長は、ＤＭＯＲＴ会員の受入れに当たり、交通情報や派遣場所の状況、



その他派遣に必要な情報を提供するとともに、派遣会員の宿泊施設の手配等、円滑な

受入れを図るものとする。 

 (3) ＤＭＯＲＴの支援に関する関係機関との連絡・調整 

   警察職員は、ＤＭＯＲＴ会員が円滑に活動するために、活動する施設を管理する関

係機関に対して必要な連絡・調整を行うものとする。 

 (4) ＤＭＯＲＴの支援に関する被害者等の同意確認 

   ＤＭＯＲＴが支援活動を行うに当たり、警察職員は対象の被害者等に対してＤＭＯ

ＲＴの活動内容を説明した上、被害者等の情報を必要な限度でＤＭＯＲＴに提供する

ことについて、同意を得るものとする。 

 (5) ＤＭＯＲＴへの情報提供 

   被害者等からＤＭＯＲＴによる支援介入及び情報提供に係る同意を得られた場合に

は、警察職員はＤＭＯＲＴ会員に対し、被害者等の情報を必要な限度で提供するもの

とする。 

 (6) ＤＭＯＲＴ会員との連携 

   遺族に対し遺体の引渡しを行う場合等において、ＤＭＯＲＴ会員が立ち会い支援等

を行う場合は、警察職員は連携してこれを行うものとする。 

 (7) 派遣されたＤＭＯＲＴ会員への旅費の支給 

   ＤＭＯＲＴ会員が派遣された場合には、福井県一般職の職員等の旅費に関する条例

（昭和２５年福井県条例第４６号）に基づき、ＤＭＯＲＴ会員が支弁した旅費を、会

員本人に支給するものとする。 

４ 協定事項 

  県警察とＤＭＯＲＴとの協定事項については別添のとおりである。 



  

 

 

  



 

  



様式省略 


